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相続登記が
義務化されます！

令和６年４月１日から相続登記が義務化されます。相
続登記が義務化されると、正当な理由なく、所有者の
方が亡くなられてから３年以内に相続登記をしない場
合、過料に処せられる可能性がありま
す。また、令和６年４月１日以降に発生
した相続のみならず、令和６年４月１日
以前から相続登記をしていない不動産
についても令和６年４月１日から３年以
内に相続登記を行う必要があります。

＼ 令和６年４月１日から ／

相続登記って大変じゃないの？
どのような手続をとればいいの？◀ Ｑ

不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続は、不動産の所在地の法務局（登記所）
に申請して行います。手続は、ケースにより必要な登記や書類が異なります。必要な
登記や書類の種類は、法務省ホームページでご案内しています。

法務省ホームページ「あなたと家族をつなぐ相続登記」はこちら▶▶▶

Ａ

相続登記について、
更に知りたいときはどうすればいいの？◀ Ｑ

全国の法務局で手続案内を行っています（予約制）。
また、西ノ島町では、松江地方法務局西郷支局の職員が地域住民の皆様からの登記に関する一般的
な内容の相談をお受けするため、奇数月の第３水曜日に無料登記相談所を開設（場所：黒木公民館）
しています。相談は予約制ですので、相談所をご利用される場合は開設日の２日前までに下記の予約
先へ連絡してください。

次回開設日　▶▶▶　令和６年  ３月１９日（火）　午前１０時３０分から

予約先：松江地方法務局　西郷支局
　　　　〒６８５‐００１６ 隠岐郡隠岐の島町城北町５５
　　　　電話：０８５１２‐２‐０２４０

Ａ

松江地方法務局 不動産登記推進イメージキャラクター
「縁結びトウキツネ」

 手続きについてのお問い合わせ先・相談窓口について

■手続きについてのお問い合わせ先：　松江地方法務局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西郷支局　☎０８５１２‐２‐０２４０

■専門家（司法書士等）へ相談：　島根県司法書士会　☎０８５２‐２４‐１４０２ ▲ 法務省
　 ホームページ
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Ｂ
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贈
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れ
た
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ロ
ー
ブ
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西
ノ
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学
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き
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し
た
。
1
月
30
日
に
は
全
校
朝
礼
で
グ

ロ
ー
ブ
寄
贈
式
が
行
わ
れ
、
全
校
児
童
に

お
披
露
目
さ
れ
ま
し
た
。

　
代
表
児
童
が
グ
ロ
ー
ブ
を
受
け
取
り
、

早
速
キ
ャ
ッ
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ボ
ー
ル
を
す
る
と
、
見
て

い
た
児
童
か
ら
は
歓
声
が
上
が
り
ま
し
た
。

　
小
学
校
で
は
、
全
て
の
児
童
が
グ
ロ
ー

ブ
に
触
れ
る
機
会
を
作
る
た
め
、
各
学
年

で
順
番
に
回
す
こ
と
と
し
、
大
切
に
活
用

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
大
谷
選
手
の
今
後
益
々
の
ご
活
躍
を
応

援
し
て
い
ま
す
。

1/30
「
野
球
し
よ
う
ぜ
」

　大
谷
翔
平
選
手
か
ら
グ
ロ
ー
ブ
が
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
！

大
谷
選
手
あ
り
が
と
う
！

▲�代表で受け取った児童からは笑顔が！

援
し
て
い
ま
す
。

～ 大谷翔平選手からのメッセージ（抜粋） ～

この３つの野球グローブは学校への寄付となります。
それ以上に私はこのグローブが、私たちの次の世代
に夢を与え、勇気づけるためのシンボルとなることを
望んでいます。それは、野球こそが、私が充実した
人生を送る機会を与えてくれたスポーツだからです。
このグローブを学校でお互いに共有し、野球を楽し
んでもらうために、私からのこの個人的なメッセージ
を学校の生徒たちに伝えていただければ幸いです。
この機会に、グローブの寄贈をさせていただけるこ
とに感謝いたします。
貴校の益々のご発展をお祈り申し上げます。

野球しようぜ。

大谷翔平

▶��

全
校
朝
礼
で
は
大
谷
選
手
に
つ
い
て
紹
介
後
、
代
表
の

児
童
が
校
長
先
生
か
ら
グ
ロ
ー
ブ
を
受
け
取
り
ま
し
た

　
１
月
17
日
〜
19
日
の
３
日
間
、
江
府
町
・

西
ノ
島
町
児
童
交
歓
ス
キ
ー
教
室
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
西
ノ
島
小
学
校
５
年
生
15

名
、奥
大
山
江
府
学
園
（
以
下
、江
府
学
園
）

16
名
の
計
31
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
１
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府
小
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で
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迎
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流
会
で
し
た
。
西
ノ
島
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初

め
か
ら
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と
関
わ

り
、
短
い
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間
な
が
ら
も
楽
し
い
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と
時

と
な
り
ま
し
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さ
ら
に
は
、
江
府
町
が

進
め
て
い
る
「
奥
大
山
自
然
塾
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の
講
義

も
聞
き
ま
し
た
。

　
２
日
目
は
、江
府
学
園
の
児
童
と
共
に
、

実
際
に
ゲ
レ
ン
デ
に
出
て
滑
り
ま
し
た
。

雨
の
中
で
の
ス
キ
ー
と
な
り
ま
し
た
が
、

イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
や
江
府
学
園
児
童
に

教
え
て
も
ら
い
な
が
ら
、
上
手
に
滑
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
お
互

い
の
仲
も
さ
ら
に
深
ま
っ
た
よ
う
で
、
別

れ
を
惜
し
む
児
童
の
姿
も
あ
り
ま
し
た
。

　
３
日
目
も
雨
の
中
で
の
活
動
と
な
り
ま

し
た
が
、
２
日
目
よ
り
さ
ら
に
上
達
し
、

気
持
ち
よ
さ
そ
う
に
滑
走
す
る
姿
が
見
ら

れ
ま
し
た
。

　
今
後
も
両
町
の
交
流
を
深
め
、
様
々
な

体
験
活
動
を
通
し
て
児
童
の
成
長
を
促
進

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

1/17～19
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府
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ノ
島
町
児
童
交
歓
ス
キ
ー
教
室
開
催

夏
の
臨
海
学
校
振
り
に
再
会

▲�雨で視界の悪い中での活動となりました

▲�果敢にチャレンジしてどんどん上達していきました
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